
　女性の当選者数28名 22% 
「政治分野における男女共同参画推進

法」施行後の初めての国政選挙。女性当選者は、政府
目標の３割に届かない結果となりました。(投票率48.8%) 

女性候補者　104人（全候補者の28.1% ） 
女性当選者　28人（当選者の22.6%  前回より-0.5%) 
自民党は女性候補の数値目標を設定していませんでした。 

　⬆すすめる会の講座、ご参加ください！
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　★賛成・気にならない　　➡42名 
　★反対・気になる、嫌だ　➡13名 
毎年、こどもたちに聞いていたシール投票

を、今年はボランテイアで出店していたT大学
生50人を含む若い世代にも聞きました。彼らは
フィリピンの子供たちを支援するサラマット
Salamatというサークルの学生です。 

一人一人に聞いてみると、「姓を変えるのは
面倒だ」「仕事とかで変えるのは嫌だ」「姓は
別々でも構わない」「姓を変えたら自分ではな
くなるみたい」など、今の自分の姓を名乗り続
けたいという気持ちが自然で、こだわりのない
ことが伝わって来ました。男女ともに夫婦別姓
に特別な違和感もないことがわかります。 

6/23  すくらむまつり　　若い世代に聞いた▶選択的夫婦別姓 

選択的夫婦別姓を 
あなたはどう思いますか？

7/21参院
選

　女性補者数 
自民　12/82人中 
公明　2/24人中 
立憲　19/42人中 
国民　10/28人中 
共産　22/40人中 
維新　7/22人中 
社民　5/7人中 
れいわ　2/10人中 

非正規雇用者2120万人の約７割が女性で
あり、大半が年収200万円以下。氷河期世
代や壮年以上のシングル女性の貧困リスク
のこと、支援の必要など考えてみましょう

主催：川崎の男女共同社会をすすめる会／NPO法人かながわ女性会議かわさき 
   　　川崎市男女共同参画センター（愛称 すくらむ２１） 

申込み▶ Mail  info@kanagawa-josei-kaigi.org      Fax  044-945-7174(小林) 
内容問い合わせ▶090-1843-4689(藤井) 

▶場所　川崎市男女共同参画センター 
             すくらむ２１　第１・２研修室(2F) 
▶先着３0名（申込 9/25より/空きあれば当日可） 
▶資料代300円　＊保育あり（先着10名 申込み裏面） 
アクセス▶JR南武線「武蔵溝ノ口」駅、東急田園都市
線・大井町線「溝の口駅」より徒歩10分 

非正規職シングル女性の 
現状とこれから 
社会の変化と女性の貧困を考える

■講演　 
講師：飯島裕子さん　 

ノンフィクションライター・大学講師 
ゲストスピーカー：茂木直子さん 

　非正規シングル女性のピアグループKIBI代表 

■トーク＆トーク　 
　参加者と講師・ゲストスピーカーとの意見交換 
令和元年(2019)年度川崎市男女共同参画センター協働事業 

2019 

10/27(日) 
13:30～16:00



【ジュネーブ＝共同】国際労働機関（ＩＬ
Ｏ）総会は6月8日、職場でのセクハラを含む
ハラスメントをなくすため、拘束力を持つ条
約を制定すべきだとした委員会報告を採択し
た。報告はあらゆる形態の暴力とハラスメン
ト禁止を明記。世界各地で性被害を告発する
「＃ＭｅＴｏｏ」（「私も」の意）運動が広
がる中、国際社会は職場でのセクハラ全面禁
止に踏み出す。 
　ＩＬＯは今後、条約の具体的
な内容を協議し、来年の総会で
ハラスメント対策として初の国際
基準となる条約制定を目指す。ま
た社会規範の異なる各国の事情
に合わせ、実効性を担保するた
め勧告も作成し、条約を補完す
る。 
　委員会には各国の政府・労働
者・使用者代表が参加し、５月

28日からＩＬＯがまとめた国際基準案を基に
議論した。基準の枠組みを巡っては、条約制
定を主張する労働者側と、拘束力のない勧告
にとどめたい使用者側が対立。しかし欧州連
合（ＥＵ）各国、中南米、アフリカ諸国など
多数が賛成し、６月２日には条約とすること
が決まった。 
▷年次総会の最終日21日、職場での暴力とハ
ラスメントを禁止する条約と勧告が採択され
た。(2019.6 東京新聞など）

すすめる会通信197号  2 2019.８.１

　ＩＬＯ総会　 
「職場における暴力とハラスメント禁止条約」採択  

「ハラスメント禁止条約」（要旨） 
【前文】暴力とハラスメントのない労働の世界に対す
る万人の権利を承認。暴力とハラスメントは、人権侵
害、機会均等への脅威であり人間らしい仕事と両立し
ない。持続可能な企業とも両立しない。 
【定義】「暴力とハラスメント」＝ジェンダーに基づ
くものを含め、肉体的、心理的、性的、経済的な損害
をもたらすか、意図した受け入れがたい行動・慣行。 
【範囲】労働者、契約の形態にかかわらず働く人々、
インターンなど訓練中の人、雇用が終了した人、ボラ
ンティア、職探し中の人、求職への応募者、使用者の
責任を果たす個人などを保護する。 
職場／休憩所や食事の場所、トイレ、更衣室／出張、
訓練／仕事に関連するコミュニケーション／使用者の
提供する宿舎／通勤・帰宅中などを含む。 
【中核的原則】暴力とハラスメントのない労働の世界
への権利を尊重、促進、実現。 

予防・根絶のための具体化（法律で禁止、政策、包括
的戦略、執行・監視のメカニズム、救済・支援、罰則、
指針・教育・訓練、効果的な査察・調査手段)。 
労働基本権、結社の自由、団体交渉権を尊重。　 
雇用や職業での平等の実現。 
　【保護と防止】加盟国は、労働の世界の暴力とハラ
スメントを定義し、禁止する法を採用すべき。 
暴力とハラスメントにさらされやすい部門、職業、就
労形態を特定し、その人たちを保護。 
加盟国は、使用者側に防止措置を義務付ける法律を採
用すべき。 
【執行と救済】暴力とハラスメントの場合に、効果的
な救済策、安全で公正な報告と紛争解決メカニズムを
簡単に利用できるようにする。処罰のための措置をと
る。ドメスティックバイオレンスの影響に対処。 
【指導、訓練、意識啓発】職業安全衛生、平等・差別
撤廃、移民などにかかわる各国の政策で対処する。

ジェンダ
ー平等　

　　　　
 



◆女性のみではなく、男性のシングルも増えていま
す。男性もぜひ一緒に問題を共有し、大きな流れを作
れるといいですね。それによって様々な方面にアピー

ルできると思います。 
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ハラスメント規制法にたいする
日本政府の対応　 
�新条約はハラスメント行為への制裁を設ける
ことも求める厳しい国際基準となる。セクハラ
やパワハラ根絶が世界の共通課題となる中、各
国の労働者代表はこの条約が国内法整備を促す
ことを期待する。だが、日本政府は「総論賛成
だが、批准は別の議論」との考え方を崩してお
らず国内への影響は未知数だ。 
　日本政府は昨年とは姿勢を変え「条約による
国際基準創設を歓迎する」と表明し、5月に
「女性活躍・ハラスメント規制法」を成立させ
たことを「国内努力」と紹介した。21日の採択
でも賛成票を投じた。前財務事務次官によるセ
クハラが大きな批判をあびるなど国内の厳しい
目も政府の姿勢を変化させた。 
ただ規正法は「ハラスメントを行ってはなら

ない」との理念を明示しただけで、条約が求め

ている直接的な禁止規定はない。民事上の責任
や刑事罰と言った「制裁規定」もなく、より立
場の弱い就活生も対象から外された。 
　条約と規正法の隔たりは大きく、批准するに
は大幅な修正が必要です。日本政府は「規正法
の一部施行は来年4月、その運用状況も見ない
段階で、条約の批准や国内法強化の議論はでき
ない」と慎重だ。 
　2017年度全国の労働局に寄せられた「職場の
いじめ・嫌がらせ」の相談は72,000件超にあがっ
た。 
労働政策研究・研修機構の内藤忍副主任研究

員（労働法）は「労働者の被害の状況を考える
と批准に向けて国内法の整備に一刻も早くうご
きだすべきだ」と力をこめ、「条約に賛成票を
投じたのだから、今更禁止規定の必要性を議論
するまでもない。国際基準に合わせて対策のレ
ベルを引き上げ、日本でハラスメントを根絶す
る一歩とするべきだ」と指摘した。 
（2019.6 神奈川新聞より） 

お詫びと訂正　通信196号の記事に誤記がありましたので訂正
とお詫びをいたします。伊藤みどりさんの発言の中で、2ページ
左側11行目　「一人が2.5人を見る」は「介護事業所設立の人数
基準では」です。４ページ右側27行目　「国土交通省で働い
て」は「工場で」に訂正させていただきます。 

「非正規職シングル女性に必要な支援」 
について、今回の協働事業も一緒に主催するかながわ女性
会議理事長吉田洋子さん(建築士・まちづくり計画室主宰）
とお話しする機会がありましたので紹介します。 

◆住宅関連の支援は重要だと思います。 
神奈川県や東京でも個々に相談があるようですが、自
治体などへ働きかけについて、細かくはわかりません
が、注目していきたいと思います。

　◆住宅支援により、非正規シングル女性
の状況が少しでも改善され、個々の生き生
きとした生活に役立てるように私も、審議
会などの場で発言していきたいと思います。
（談：吉田／文責：小林）

◆例えば公営住宅の空き家などをこん
な内容だったら、実現可能だというよ
うなサンプルがあると説明しやすいと
思います。 
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